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カテゴリー:県政一般 

 

 

埼玉県と日本生命保険相互会社が締結している 

「包括的連携協定」の締結式（変更）を行います 

－「ニッセイ医療費白書」の活動等で連携－ 
 
                       

 埼玉県と日本生命保険相互会社（本店：大阪府大阪市／代表取締役社長 朝日 智司、

以下「日本生命」）は、日本生命による「ニッセイ医療費白書」の提供に伴い、包括

的連携協定の変更を行うとともに、変更後の協定に基づく日本生命による連携事業の

実施について報告を行います。 

 

１ 協定の概要 

  （１）名称     

     「埼玉県と日本生命保険相互会社との連携と協働に関する協定」 

  （２）変更の目的 

    埼玉県と日本生命保険相互会社は、令和７年１２月からの「ニッセイ医療

費白書」の提供に伴い、平成２８年４月に締結した包括連携協定にその内容

を明記し、より一層の連携を図るものです。 

 

２ 協定締結日等 

 （１）日 時 令和８年４月２１日（火曜日）１１時０５分～１１時２０分 

 （２）場 所 知事室 

 （３）出席者 埼玉県知事 大野 元裕 

        日本生命保険相互会社 代表取締役社長 朝日 智司 

 

    令和８年４月１７日 

埼玉県 企画財政部 行政・デジタル改革課 
ＴＸ推進・行政改革担当 関根・橋本 
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３ 今後の連携事業 

がんに関するセミナー（６月開催） 

・ がんサバイバーにご講演いただくセミナーを実施します。 

開催日：令和８年６月２２日（月曜日）※時間は調整中 

場 所：日本生命さいたま支社会議室（ソニックシティビル６階） 

内 容：がんサバイバーによる講演を通じて、がんの早期発見の重要性を

周知する。 

 

健康増進に関する啓発活動（７月頃～） 

・ 日本生命職員（県内約１，９００名）が、特定健診の受診や特定保健指

導の参加を勧奨するチラシ等を配布するなどの活動により、県民の健康の

増進を図ります。 

 

 

４ 問合せ先 

企画財政部 行政・デジタル改革課 ＴＸ推進・行政改革担当 関根・橋本 

電 話:048-830-2129  ＦＡＸ:048-830-4713 

e-mail:a2440-05@pref.saitama.lg.jp 

 

 

日本生命保険相互会社 広報部 木村・緒方 

電 話：03-5533-1032 ＦＡＸ：03-5533-5274 

e-mail：nissay-IR@nissay.co.jp 
 

（参考） 

１ 日本生命保険相互会社について（令和 8年 3月末現在） 

 （１）国内拠点 支社等 108か所（県内 4か所） 

         営業部 1,440か所（県内 60か所） 

    海外拠点 海外事務所 3か所 

 （２）従業員数 68,060人 

   

 

２ 日本生命保険相互会社との主な連携実績 

  ・各種周知活動（以下は直近 1年間） 

   －交通安全啓発活動（令和 7年 3月～7月） 

   －がん啓発活動（令和 7年 7月～11月） 
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   －主要駅でのエスカレーター安全利用条例の周知活動（令和 7年 9月～12月） 

   －地域の健康サポート活動（令和 7年 11月～令和 8年 3月） 

  ・各種県民向けイベント（県の後援があるもの、以下は直近 1年間） 

   －企業交流会（令和 7年 9月首都圏マーケット開発部主催、令和 8年 1月熊谷支社） 

   －JAXA宇宙教室（令和 8年 1月さいたま支社） 

  ・企業版ふるさと納税実施（令和 3年度、令和 6年度） 

 


